
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
政
令
等
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政

令
第
四
百
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改

革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
十
八
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
法
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
（
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
指
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
六
第
一
項
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
い
う
。
）
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
）

第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
二

法
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
第
一
項
の
指
定
障
害
児
入
所
施
設
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る



指
定
障
害
児
入
所
施
設
を
い
う
。
）
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条

令
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

理
化
学
検
査
室
、
微
生
物
検
査
室
、
動
物
飼
育
室
、
事
務
室
等
を
設
け
る
こ
と
。

二

純
水
装
置
、
定
温
乾
燥
器
、
デ
イ
ー
プ
フ
リ
ー
ザ
ー
、
電
気
炉
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
、
分
光
光
度
計
、
高
圧
滅

菌
器
、
乾
熱
滅
菌
器
、
恒
温
培
養
器
、
嫌
気
培
養
装
置
、
恒
温
槽
そ
の
他
の
検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
機
械
及

び
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

令
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要

な
職
員
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



第
三
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
十
二
号
の
二
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
二
号
」
を
加
え
、
「

及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
に
掲
げ
る
施
設
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に
「

及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
「
及
び
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
掲
げ
る
施
設
」
を
削
る
。

第
二
条
の
二
中
「
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
病
院
の
開
設
の
許
可
、
病
院

の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
又
は
診
療
所
の
病
床
の
設
置
の
許
可
若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数

の
増
加
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
既
存
の
病
床
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病

床
又
は
一
般
病
床
で
あ
る
場
合
は
、
診
療
所
の
病
床
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
を
算
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
」
を
「
法

第
七
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
六

法
第
十
八
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
病
院
又
は
医
師
が
常
時
三
人
以
上
勤
務
す
る
診
療
所
に

専
属
の
薬
剤
師
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

第
七
条
中
「
医
師
が
常
時
三
人
以
上
勤
務
す
る
」
を
削
り
、
「
第
十
八
条
但
書
」
を
「
第
十
八
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。



第
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
病
院
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
消
毒
施
設
の
ほ
か
に
必

要
な
消
毒
施
設
を
、
診
療
所
に
あ
つ
て
は
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
歯
科
医
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
」
を
「
及
び
歯
科
医
師
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
か

ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
取
扱
処
方
せ
ん
」
を
「
取
扱

処
方
箋
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。

２

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
（
病
院
の
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

薬
剤
師

精
神
病
床
及
び
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
百
五
十
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
、
精
神
病
床

及
び
療
養
病
床
に
係
る
病
室
以
外
の
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
七
十
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
外
来
患
者
に
係
る
取
扱
処

方
箋
の
数
を
七
十
五
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
を
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数
に
一

に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）

二

看
護
師
及
び
准
看
護
師

療
養
病
床
、
精
神
病
床
及
び
結
核
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
四
を
も
つ
て
除



し
た
数
と
、
感
染
症
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
（
入
院
し
て
い
る
新
生
児
を
含
む
。
）
の
数
を
三

を
も
つ
て
除
し
た
数
と
を
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が

生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）
に
、
外
来
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に

一
を
加
え
た
数
。
た
だ
し
、
産
婦
人
科
又
は
産
科
に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
助
産
師
と
す
る
も
の
と
し
、
ま

た
、
歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児
歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外
科
に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
歯
科
衛
生
士
と
す
る
こ

く
う

と
が
で
き
る
。

三

看
護
補
助
者

療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

四

栄
養
士

病
床
数
百
以
上
の
病
院
に
あ
つ
て
は
、
一

３

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
で
定
め
る
基
準
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
参
酌
す

べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

診
療
放
射
線
技
師
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者

病
院
の
実
状
に
応
じ
た
適
当
数

二

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
に
あ
つ
て
は
、
病
院
の
実
状
に
応
じ
た
適
当
数

第
二
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
（
病
院
の
施
設
及
び
そ
の
構
造
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
参
酌
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

消
毒
施
設
及
び
洗
濯
施
設
（
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
繊
維
製
品
の
減
菌
消
毒
の
業
務
又
は
寝
具
類
の
洗
濯

の
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
設
備
を
除
く
。
）

蒸
気
、
ガ
ス
若
し
く
は
薬
品
を
用
い
又
は

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
入
院
患
者
及
び
職
員
の
被
服
、
寝
具
等
の
消
毒
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
（
消
毒
施
設
を
有
す
る
病
院
に
限
る
。
）
。

二

談
話
室
（
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
に
限
る
。
）

療
養
病
床
の
入
院
患
者
同
士
や
入
院
患
者
と
そ
の
家
族
が
談
話

を
楽
し
め
る
広
さ
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

三

食
堂
（
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
に
限
る
。
）

内
法
に
よ
る
測
定
で
、
療
養
病
床
の
入
院
患
者
一
人
に
つ
き
一
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
広
さ
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

四

浴
室
（
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
に
限
る
。
）

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。



第
二
十
一
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
、
看
護
師
及
び
看
護
の
補
助
そ
の
他
の
業
務
の
従
事
者
の
員
数
の
標
準
は
、
次
の
と
お
り

」
を
「
の
員
数
の
標
準
は
、
一
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
で
定
め
る
基
準
（
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
に
係

る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
も
の
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

看
護
師
及
び
准
看
護
師

療
養
病
床
に
係
る
病
院
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

二

看
護
補
助
者

療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

３

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
参
酌

す
べ
き
も
の
は
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者
を
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
実
状
に
応
じ
た
適
当
数
置
く
こ
と
と
す
る
。

４

第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
（
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
施
設
及
び
そ
の
構
造
設
備



に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
参
酌
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二

十
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
四
の
二
中
「
又
は
第
二
十
一
条
の
二
」
を
「
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
二
」
に
改
め
、
「
標
準
」
の
下
に

「
又
は
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
員
数
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
二
十
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
標
準
」
を
「
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
一
第
二
項
中
「
算
定
標
準
」
を
「
算
定
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
標
準
」
を
「
基
準
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
二
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
及
び
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
備
考
中
「
標
準
」
を
「
基
準
」
に
改
め
る
。

（
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



別
記
第
十
八
号
様
式
、
別
記
第
十
九
号
様
式
の

及
び
別
記
第
十
九
号
様
式
の

中
「都

道
府
県
知
事

」
を

（１）

（２）

「都
道
府
県
知
事

保
健
所
設
置
市
市
長

に
改
め
る
。

特
別
区
区
長

」

（
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第

五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
三
項
、
第
六
条
並
び
に
第
十
五
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中
「
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区

の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
都

道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長



又
は
区
長
）
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項

、
第
二
百
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
五
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
を
、

「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項

、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
「
都

道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
そ
の
」
を
、
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
」
を
加
え
る
。

第
百
条
第
三
項
中
「
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
そ
の
」
を
、
「
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「

（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
」
を
、
「
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
そ
の
所
在
地



が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
を
、
「
事
務
を
都
道
府
県

知
事
」
及
び
「
、
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
を
加
え
る
。

第
百
六
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以

下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
」
を
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
一
条
第
二

項
中
「
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設

置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
」
及
び
「
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保

健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
、
」
を
削
る
。

第
百
四
十
二
条
中
「
、
第
六
条
、
第
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
十
六
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「

都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

は
区
長
）
」
と
」
及
び
「
、
第
十
六
条
第
三
項
中
「
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県



知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）

」
と
」
を
削
る
。

第
二
百
四
十
四
条
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
五
条
中
「
第
六
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
六
条
中
「
第
六
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

「都
道
府
県
知
事

様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
中
「都
道
府
県
知
事

」
を

保
健
所
設
置
市
市
長

に
改
め
る
。

特
別
区
区
長

」

様
式
第
三
注
意
４
及
び
様
式
第
四
注
意
５
中
「又

は
都
道
府
県
知
事

」
を
「

都
道
府
県
知
事
保
健
所
を
設
置
す
る
市

、
、

の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長

」
に
改
め
る
。

「都
道
府
県
知
事

様
式
第
五
中
「都

道
府
県
知
事

」
を

保
健
所
設
置
市
市
長

に
改
め
る
。

特
別
区
区
長

」

様
式
第
六
注
意
４
中
「又

は
都
道
府
県
知
事

」
を
「

都
道
府
県
知
事
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の

、
、



区
長

」
に
改
め
る
。

「都
道
府
県
知
事

様
式
第
七
中
「都

道
府
県
知
事

」
を

保
健
所
設
置
市
市
長

に
改
め
る
。

特
別
区
区
長

」

様
式
第
八
注
意
４
中
「都

道
府
県
知
事

」
の
下
に
「

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長

」
を
加
え
る
。

、

「都
道
府
県
知
事

様
式
第
九
、
様
式
第
十
（
一
）
及
び
様
式
第
十
一
中
「都

道
府
県
知
事

」
を

保
健
所
設
置
市
市
長

に
改
め
る
。

特
別
区
区
長

」

「地
方
厚
生
局
長

「地
方
厚
生
局
長

都
道
府
県
知
事

様
式
第
十
二
中

を

に
改
め
、
同
様
式
注
意
２
中
「都

道
府
県
知
事

」
の
下

都
道
府
県
知
事

」

保
健
所
設
置
市
市
長

特
別
区
区
長

」

に
「

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長

」
を
加
え
る
。

、

「地
方
厚
生
局
長

「地
方
厚
生
局
長

都
道
府
県
知
事

様
式
第
十
三
中

を

に
改
め
る
。

都
道
府
県
知
事

」

保
健
所
設
置
市
市
長

特
別
区
区
長

」

「地
方
厚
生
局
長

「地
方
厚
生
局
長

都
道
府
県
知
事



様
式
第
十
四
及
び
様
式
第
十
五
中

を

に
改
め
、
様
式
第
十
四
及
び
様
式

都
道
府
県
知
事

」

保
健
所
設
置
市
市
長

特
別
区
区
長

」

第
十
五
注
意
２
中
「都

道
府
県
知
事

」
の
下
に
「

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長

」
を
加
え
る
。

、

「厚
生
労
働
大
臣

「厚
生
労
働
大
臣

都
道
府
県
知
事

様
式
第
二
十
二
（
一
）
及
び
様
式
第
二
十
三
（
一
）
中

を

に
改
め
、
様
式

都
道
府
県
知
事

」

保
健
所
設
置
市
市
長

特
別
区
区
長

」

第
二
十
二
（
一
）
及
び
様
式
第
二
十
三
（
一
）
注
意
２
中
「都

道
府
県
知
事

」
の
下
に
「

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長

、

又
は
特
別
区
の
区
長

」
を
加
え
る
。

様
式
第
二
十
四
（
一
）
、
様
式
第
三
十
九
（
一
）
及
び
様
式
第
四
十
中

「独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
理
事
長

「独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
理
事
長

都
道
府
県
知
事

を

に
改

都
道
府
県
知
事

」

保
健
所
設
置
市
市
長



特
別
区
区
長

」

め
る
。

様
式
第
百
三
第
２
面
か
ら
第
４
面
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第２面

薬事法(昭和35年法律第145号)抜すい
(立入検査等)

第69条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者、製造業者、
第14条の11第１項の登録を受けた者、医療機器の修理業者又は第18条第３項、第68条の９第６項若しくは第77条の５第
４項の委託を受けた者（以下この項において「製造販売業者等」という。）が、第12条の２、第13条第４項（同条第７
項において準用する場合を含む。）、第14条第２項、第９項若しくは第10項、第14条の３第２項、第14条の９、第14条
の13、第15条第１項、第17条（第40条の３において準用する場合を含む。）、第18条第１項若しくは第２項（第40条の
３において準用する場合を含む。）、第19条（第40条の３において準用する場合を含む。）、第22条、第23条（第40条
の３において準用する場合を含む。）、第40条の２第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）、第40条の４
、第46条第１項若しくは第４項、第58条、第68条の２、第68条の８第１項、第68条の９第１項若しくは第６項から第８
項まで、第77条の３第１項若しくは第２項、第77条の４、第77条の４の２第１項、第77条の４の３、第77条の５第１項
若しくは第４項から第６項まで若しくは第80条第１項の規定又は第71条、第72条第１項から第３項まで、第72条の４、
第73条若しくは第75条第１項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該
製造販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その
他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設
備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

２ 都道府県知事（薬局又は店舗販売業にあつては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域
にある場合においては、市長又は区長。第70条第１項、第72条第４項、第72条の２第１項、第72条の４、第73条、第75
条第１項、第76条及び第81条の２において同じ。）は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第39条第１項若しくは第39
条の３第１項の医療機器の販売業者若しくは賃貸業者（以下この項において「販売業者等」という。）が、第５条、第
７条、第８条（第40条第１項において準用する場合を含む。）、第９条（第40条第１項から第３項までにおいて準用す
る場合を含む。）、第９条の２、第９条の３、第10条（第38条並びに第40条第１項及び第２項において準用する場合を
含む。）、第11条（第38条及び第40条第１項において準用する場合を含む。）、第26条第２項、第27条から第29条の３
まで、第30条第２項、第31条から第33条まで、第34条第２項若しくは第３項、第35条から第36条の２まで、第36条の５

第３面

から第37条まで、第39条第３項、第39条の２、第39条の３第２項、第40条の４、第45条、第46条第１項若しくは第４項
、第49条、第57条の２、第68条の９第２項、第５項若しくは第８項、第77条の３、第77条の４第２項、第77条の４の２
第２項若しくは第77条の５第３項、第５項若しくは第６項の規定又は第72条第４項、第72条の２、第72条の４から第74
条まで若しくは第75条第１項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該
販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所そ
の他当該販売業者等が医薬品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その
他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

３ 都道府県知事は、薬局開設者が、第８条の２第１項若しくは第２項又は第72条の３に基づく命令を遵守しているかど
うかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要
な報告をさせ、又は当該職員に、薬局に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは
従業員その他の関係者に質問させることができる。

４ 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前３項に定めるもののほか必要があ
ると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品若し
くは医療機器の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、第14条の11第１項の登録を受けた者、医療機器の賃貸業者
若しくは修理業者その他医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器を業務上取り扱う者又は第18条第３項、第68条
の９第６項若しくは第77条の５第４項の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさ
せ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧
品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、従業
員その他の関係者に質問させ、若しくは第70条第１項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少
分量に限り、収去させることができる。

５ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、登録認証機関に対して、基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し
、報告をさせ、又は当該職員に、登録認証機関の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係
者に質問させることができる。

６ 当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人



第４面

の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
７ 第１項から第４項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
（廃棄等）

第70条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業務上取り扱う者に対して、第
43条第１項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品、同項の規定に違反して販売され、若しくは授
与された医薬品、同条第２項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反して販
売され、賃貸され、若しくは授与された医療機器、第44条第３項、第55条（第60条、第62条、第64条及び第68条の５に
おいて準用する場合を含む。）、第56条（第60条及び第62条において準用する場合を含む。）、第57条第２項（第60条
及び第62条において準用する場合を含む。）、第65条若しくは第68条の６に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品若し
くは医療機器、第23条の４の規定により製造販売の認証を取り消された医薬品若しくは医療機器、第74条の２第１項若
しくは第３項第２号（第75条の２第２項において準用する場合を含む。）、第４号若しくは第５号（第75条の２第２項
において準用する場合を含む。）の規定により製造販売の承認を取り消された医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医
療機器、第15条の３の規定により第14条の３第１項（第20条第１項において準用する場合を含む。）の規定による製造
販売の承認を取り消された医薬品若しくは医療機器又は不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生
上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。

２ 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定による命令を受けた者が
その命令に従わないとき、又は緊急の必要があるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収さ
せ、又はその他の必要な処分をさせることができる。

３ 当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第69条第６項の規定を準用する。
（廃棄等）

第76条の７ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第76条の４の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬
物又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若しくは授与された指定薬物について、当該指定薬物を
取り扱う者に対して、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずること
ができる。
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第５面

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わない場合であつて、公衆衛生
上の危険の発生を防止するため必要があると認めるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収
させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。

３ 当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第69条第５項の規定を準用する。
（緊急時における厚生労働大臣の事務執行）

第81条の２ 第69条第２項及び第72条第４項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、保健衛
生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又
は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定（当該事務に係
るものに限る。）は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

２ （略）
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第２面

薬事法(昭和35年法律第145号)抜すい

(立入検査等)

第69条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者、製造業者、

第14条の11第１項の登録を受けた者、医療機器の修理業者又は第18条第３項、第68条の９第６項若しくは第77条の５第

４項の委託を受けた者（以下この項において「製造販売業者等」という。）が、第12条の２、第13条第４項（同条第７

項において準用する場合を含む。）、第14条第２項、第９項若しくは第10項、第14条の３第２項、第14条の９、第14条

の13、第15条第１項、第17条（第40条の３において準用する場合を含む。）、第18条第１項若しくは第２項（第40条の

３において準用する場合を含む。）、第19条（第40条の３において準用する場合を含む。）、第22条、第23条（第40条

の３において準用する場合を含む。）、第40条の２第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）、第40条の４

、第46条第１項若しくは第４項、第58条、第68条の２、第68条の８第１項、第68条の９第１項若しくは第６項から第８

項まで、第77条の３第１項若しくは第２項、第77条の４、第77条の４の２第１項、第77条の４の３、第77条の５第１項

若しくは第４項から第６項まで若しくは第80条第１項の規定又は第71条、第72条第１項から第３項まで、第72条の４、

第73条若しくは第75条第１項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該

製造販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その

他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

２・３ （略）

４ 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前３項に定めるもののほか必要があ

ると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品若し

くは医療機器の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、第14条の11第１項の登録を受けた者、医療機器の賃貸業者

第３面

若しくは修理業者その他医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器を業務上取り扱う者又は第18条第３項、第68条

の９第６項若しくは第77条の５第４項の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさ

せ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧

品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、従業

員その他の関係者に質問させ、若しくは第70条第１項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少

分量に限り、収去させることができる。

５・６ （略）

７ 第１項から第４項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（機構による立入検査等の実施）

第69条の２ 厚生労働大臣は、機構に、前条第１項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第４項の規定による立入

検査、質問若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。

２ 機構は、前項の規定により同項の政令で定める立入検査、質問又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところ

により、当該立入検査、質問又は収去の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

３ 第１項の政令で定める立入検査、質問又は収去の業務に従事する機構の職員は、政令で定める資格を有する者でなけ

ればならない。

４ 前項に規定する機構の職員は、第１項の政令で定める立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明

書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第80条の５ 厚生労働大臣は、機構に、第80条の２第７項の規定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わ

せることができる。

２ 前項の立入検査又は質問については、第69条の２第２項から第４項までの規定を準用する。
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知
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の
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法

（
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和
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十
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年
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（
以
下
「
保
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設
置
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る
市
」

と
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う
。
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又
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別
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の
区
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に

あ
る
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い
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、
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は

区
長
）
の
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認

も
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を
厚
生
労
働
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臣
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又
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承
認

第
二
条
第
七
項
第
一
号
イ

厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置

す
る
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又
は
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別
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の
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域
に
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長

）
の
承
認

第
十
五
条
第
一
項
の
表
第
十
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第
三
項
、
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十
三
条
の
項
中
「
都
道
府
県
知
事
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の
下
に
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（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
を
加
え
る
。

（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

母
子
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健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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又
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す
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以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
市
町
村
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
を
「
市
町
村
長
」
に

改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
を
「
市
町
村
」
に
改

め
る
。

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中

「

上
記
の
と
お
り
決
定
す
る

。

平
成

年
月

日

都
道
府
県
知
事

を

（保
健
所
設
置
市
市
長
又
は
特
別
区
区
長

）

氏
名
印



経
由
責
任
者

保
健
所
長

氏
名
印

」

「

上
記
の
と
お
り
決
定
す
る

。

平
成

年
月

日

に
改
め
る
。

市
町
村
長氏

名
印

」

（
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基
準
（
昭
和
四
十
一
年

厚
生
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
第
二
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す

る
。

一

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う

。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
指
定

都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
五
条
、
第

六
条
、
第
十
一
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

二

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め



る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
ロ
（
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
ず
る
場

合
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
第
一
項
第

一
号
、
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
附
則
第
二
項
（
第
十
条
第
五
項
第
一
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
に
よ
る
基
準

三

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め

る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

四

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め

る
に
当
た
つ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第

二
十
八
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
二
項
（
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
並

び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

五

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
参
酌
す
べ
き
基
準

こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基

準
以
外
の
も
の



第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

救
護
施
設
は
、
被
保
護
者
の
数
が
当
該
施
設
に
お
け
る
入
所
者
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
お
お
む
ね
八
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
二
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
」
を
「
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
つ
て
は
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

更
生
施
設
は
、
被
保
護
者
の
数
が
当
該
施
設
に
お
け
る
入
所
者
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
お
お
む
ね
八
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

授
産
施
設
は
、
被
保
護
者
の
数
が
当
該
施
設
に
お
け
る
利
用
者
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
お
お
む
ね
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



２

宿
所
提
供
施
設
は
、
被
保
護
者
の
数
が
当
該
施
設
に
お
け
る
入
所
者
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
お
お
む
ね
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
二
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
第
四
項
第
一
号
ロ
（
第
十
八
条
第
三
項
」
を
「

第
五
項
第
一
号
ロ
（
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
第
五
項
第
一
号
」
を
「
第
六
項
第
一
号
」
に
、

「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
、
第
二
十
八
条
」
を

「
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
並
び
に
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ロ
」
を
削
る
。

（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
職
業
訓
練
を
無
料
と
す
る
範
囲
及
び
手
当
を
支
給
す
る
範
囲
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二

十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
限
る
。
」
の
下
に
「
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
二
十
九
条
の
五

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
職
業
能
力
開
発
校
及
び
職
業
能

力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
職
業
の
転
換
を
必
要
と
す
る
求
職
者
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
求
職
者
に
対
し

て
行
う
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
並
び
に
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
求
職
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
と
す

る
。

第
三
十
六
条
の
十
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
三
十
六
条
の
十
五

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の

免
許
を
受
け
た
者
又
は
第
四
十
八
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
及
び

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
に
合
格
し
た
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
九
条
第

一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）



第
四
十
八
条
の
二
の
二

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
に

つ
い
て
は
前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
し
、
応
用
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
前
条
第
三
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

（
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
さ
れ
る
」
を

「
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
都
道
府
県

が
条
例
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
第
六
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
一
条
（
結
核
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。



（
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
に
係
る
社
会
福
祉

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市

」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て



は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
八
条
及
び
第
九
条

の
規
定
に
よ
る
基
準

二

社
会
福
祉
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
条
第
三
項
第
四
号
及
び
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
基
準

三

社
会
福
祉
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項

に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準

こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
二
号

に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

第
三
条
中
「
最
低
基
準
」
の
下
に
「
（
社
会
福
祉
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
る
基

準
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
」
を
「
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



第
十
三
条

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
二
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
三
十
四
条
の
二
十
の
二

法
第
三
十
六
条
第
四
項
（
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
療
養
介
護
に
係
る
指
定
又
は
短
期
入
所
（
病
院

又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
指
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
十
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
三
十
四
条
の
二
十
四
の
二

法
第
三
十
八
条
第
三
項
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省

令
の
一
部
改
正
）



第
十
四
条

薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定

め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
六
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老

人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法



（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う

。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定

都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
五
条
第
一

項
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
十

九
条
及
び
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
、
第
三
十
七
条
、
附
則
第
六
条
並
び
に
附
則
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
基
準

二

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め

る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項
第
一
号
ハ
及
び
第
五
項
第
一
号
ハ
、
第
三
十
六
条

第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
ハ
、
附
則
第
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
ハ
並
び
に
附
則
第
十
三
条

第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
基
準

三

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め

る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条



に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
三
条
（
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

四

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め

る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準

第
三
十
五
条
、
附
則
第
四
条
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

五

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準

こ
の
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基

準
以
外
の
も
の

第
五
条
中
「
社
会
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う

。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
」
を
「
指
定
都
市
又
は
中
核
市
に
あ
っ
て
は
、
」
に
改
め
る
。



第
三
十
一
条
第
五
項
中
「
社
会
福
祉
法
」
及
び
「
同
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
の

規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う

。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対

し
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
同
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は



、
こ
れ
を
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
薬
事
法
施
行
規
則
」
と
い
う

。
）
の
相
当
規
定
に
よ
り
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め

る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
に
対
し
て
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も

の
と
み
な
し
て
、
新
薬
事
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

第
五
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

第
五
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
母
子
保
健
法
施
行
規
則
第
九
条
第
一

項
の
申
請
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
母
子
保
健
法
施
行
規
則
第
九
条
第
一
項
の
申
請
と
み
な
す
。

２

第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。



３

第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基

準
」
を
「
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
条
中

「
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基
準
」
を
「
救
護
施
設
、
更

生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。



附
則
第
二
十
条
中
「
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
二
条
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
号

か
ら
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
三
項
」
を
加
え
、
「
医
師
、
看
護
師
及
び

看
護
補
助
者
そ
の
他
の
業
務
の
従
業
者
の
員
数
の
標
準
」
を
「
医
師
の
員
数
の
標
準
並
び
に
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に

当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
、
準
看
護
師
及
び
看
護
補
助
者
の
員
数
並
び
に
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌

す
べ
き
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者
の
員
数
の
基
準
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
表
一
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基
準
（
昭

和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
八
号
）
の
項
中
「
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営



に
関
す
る
最
低
基
準
」
を
「
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」

に
改
め
る
。

（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改

正
）

第
八
条

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
三
条
第
二
項
中
「
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基

準
」
を
「
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
「
最
低
基

準
」
を
「
「
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
最
低
基
準
」
を
「
基
準
」
に
改
め
る
。


